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Abstract 

 
Some regions in U.S. have introduced a mechanism called Demand Response Program (DRP) from about 2000. DRP, 

which adjusts customer’s electricity demand using price elasticity, is expected to improve reliability of power systems and to 

mitigate price spikes occurred in wholesale electricity market. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) has placed 

Demand Response Program in long-term resource planning as well as power plants and transmission grid. In Japan, 

meanwhile, from April 2005, electricity have been traded in day-ahead market of Japan Electric Power Exchange (JEPX). 

Prices contracted at JEPX are expected to become reference prices so as to invest in power plants and to manage specific 

risks. It is hoped to verify whether DRP contributes better reliability in Japan. 

In this report, institutional issues in DRP are clarified from experiences of US where DRP has been implemented earlier. 

First, we survey the status quo of DRP in New York ISO, PJM, and ISO New England. After that, we classify the discussions 

about institutional issues in DRP. Main issues are represented as follows: 

・ In order to introduce DRP, conventional mechanisms like Demand Side Management (DSM) should be re-arranged 

properly with DRP. DSM and DRP have often same objectives which designate to reduce peak demand, to secure 

long-term adequacy and to exploit price elasticity of demand. On the other hand, DRP focuses on wholesale market 

which is out of the scope of DSM. 

・ It is discussed that adequacy would not be well maintained because a Load Serving Entity can stand in lack of capacity by 

paying penalty when incentives for procurement of capacity is insufficient. 

・ Because calculation of Customer Baseline Load differs among ISOs, their validities should be investigated carefully. 

・ So as to justify application of DRP, the following issues should be assessed: improvement of social welfare, load 

reduction value as capacity reserves, and risk due to uncertainty of demand-supply. 
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背  景 
 
 米国の一部の地域では，2000 年以降から需要反応プログラム(DRP)と呼ばれる制

度が導入されつつある。DRP は，需要の価格弾力性を活用することで，需要を抑制

するものであり，従来のデマンドサイドマネジメント(DSM)とは，主に卸電力市場

の存在を前提にしている点で異なっている。そのため，卸電力市場における価格ス

パイクの抑制や供給信頼度の向上などの効果が期待されている。連邦エネルギー規

制委員会(FERC)は，DRP を電源や送電設備と同様に，長期的な供給力と位置付けて

いる。 
 日本卸電力取引所による電力取引が開始されたわが国においても，DRP のような

枠組みにより需要家が卸電力価格にアクセスし，価格スパイクの抑制や供給信頼度

の向上に寄与するかを評価することが望まれる。その検討のためには，DRP の先行

事例を分析し，課題を明らかにすることが重要である。 
 
目  的 
 
 米国で採用されている各種需要反応プログラムの実態を整理し，その特徴点をま

とめると共に，課題を明らかにする。 
 

主な成果 
 

１． DRP の実態を整理し，その特徴点を明らかにした。主な知見を以下に示す。 
• 卸電力市場の需要反応プログラムは，需給逼迫時に独立系統運用者(ISO)が需

要削減を要請する「緊急プログラム」と，市場価格に応じて需要家が負荷削

減を行なう「経済プログラム」に分類することができる（表 1）。DRP の導

入が先行している米国ニューヨーク ISOとPJM, ISOニューイングランドが提

供する経済プログラムの中で，負荷削減量が際立っているのは，PJM のリア

ルタイムオプションである。本プログラムでは，実際の負荷削減後に参加申

請を行なえばよく，負荷削減が実施できなかった際の違約金もないことから

参加しやすい。 
• 小売電力市場においても，リアルタイム料金制や緊急ピーク時間帯料金制な

どを，DRP として需要家に提供している供給事業者がみられた。 
２． DRP の課題を整理した。主な課題は以下のとおりである。 

• DRP には，既存の制度との整合性が必要である。DSM と DRP を比較すると，

ピーク時の負荷削減などのように共通な目的もあるが，市場支配力の緩和な

どの相違も見られた（表 2）。PJM では，DRP 導入以前から DSM を実施し

ており，DRP と DSM は並存しているが，今後，DRP と DSM の重複してい

る部分を整理し，全体としてより効率的な制度とすることを検討する必要が

ある。 
• DRP への参加インセンティブが不十分で，供給力確保がコスト的に困難な場

合，供給力不足を違約金の支払いで解決するしてしまう結果，十分な供給力

が満たせなくなることの可能性も指摘されている。 
• 負荷削減量の推計では，ベースライン負荷（基準となる日負荷曲線）が用い
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られるが，その計算方法は各 ISO で異なっている。DRP 導入にあたっては，

適切な計算方法を定める必要がある。 
• DRP 導入の是非を判断するためには，社会厚生の増加を示すことに加え，負

荷削減の予備力としての価値や，非常用電源の排ガス対策などの環境面の問

題，需給要因の不確実性を取り込んだリスクなどを分析することが重要であ

る。 
 

今後の展開 
 
 わが国においても DRP のような枠組みにより，市場支配力の緩和や供給信頼度の

向上などの効果が期待できるか検討を行なう。 
 

表 1．ISO における需要反応プログラムの実施状況 

ISO/プログラム名 プログラムの 
種類 

負荷削減 
実績 

(2004 年) 
(MWh) 

登録 
容量 
(MW) 

2004 年のピーク

需要に対する 
登録容量の割合

ニューヨーク ISO 
 Day-Ahead Demand Response Program 経済プログラム 3535 377 1.3% 
 ICAP Special Case Resources 緊急プログラム （発動なし） 981 3.5% 
 Emergency Demand Response Program 緊急プログラム （発動なし） 581 2.0% 
PJM 
 Economic Load Response Program 経済プログラム 48622 724 0.7% 
  Day-Ahead Option 経済プログラム 179 - -
  Real-Time Option 経済プログラム 46561 - -
  Nonhourly Metered Program 経済プログラム 1881 - -
 Emergency Load Response Program 緊急プログラム （発動なし） 1385 1.3% 
 Active Load Management 緊急プログラム （発動なし） 1806 1.7% 
ISO ニューイングランド 
 Real-Time Price Response Program 経済プログラム 9216 108 0.4% 
 Real-Time Demand Response Program 緊急プログラム （発動なし） 165 0.7% 
 Real-Time Profiled Response Program 緊急プログラム （発動なし） 83 0.3% 
出所）FERC: “2004 State of The Markets Report”, (2005)を参考に作成  

 
表 2．デマンドサイドマネジメント(DSM)と需要反応プログラム(DRP)における目的の比較 

目的 DSM DRP 

ピーク時の負荷削減 ○ ○ 
長期的な需給の安定 ○ ○ 
需要家の価格弾力性の活用 ○ ○ 
環境問題 ○ × 
需要増加（戦略的，ボトム時間帯） ○ × 
供給コストの最小化 ○ × 
新技術の投入※ ○ × 
需要家の選択肢の拡大 × ○ 
卸電力市場の考慮 × ○ 
市場支配力の緩和 × ○ 
「○」：直接的な目的の範囲に含まれる，「×」：直接的な目的の範囲に含まれない（直接的な目的とは

なっていないが，結果として効果が得られることは十分に考えられる） 

※ ここでは，コジェネレーション設備，再生可能エネルギー，エネルギー貯蔵などを指す  
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1. はじめに 

卸電力取引所の開設が先行している米国にお

いては，卸電力価格が平常時の数十倍にもなる

という価格スパイクの発生や，卸電力価格の高

止まりなどの問題が少なからず生じてきた。価

格スパイクの発生や価格の高止まりの理由に

は，様々な要因による需給の逼迫や市場支配力

の行使の他に，需要の価格弾力性が低いことも

指摘されている。 

現状の従量料金では，需要家は電力会社と契

約した料金で電気を使用するため，卸電力価格

には反応しえない。しかし，何らかの形で需要

家の料金に卸電力価格を反映させることがで

きれば，適切な需要削減が促進され，価格スパ

イクの抑制や電力価格の高止まりを解消する

ことが期待できる。 

米国の一部の地域では，2000 年以降から需要

反応プログラムと呼ばれる制度が導入されつ

つある。需要反応プログラムは，需要の価格弾

力性を活用することで需要を抑制するもので

ある。連邦エネルギー規制委員会(FERC)は，

需要反応プログラムを電源や送電設備と同様

に設備計画における長期的な供給力と位置付

けている(FERC, 2002)。 

日本卸電力取引所による電力取引が開始され

たわが国においても，DRP のような枠組みに

より需要家が卸電力価格にアクセスし，価格ス

パイクの抑制や供給信頼度の向上に寄与する

かを評価することが望まれる。その検討のため

には，DRP の先行事例を分析し，課題を明ら

かにすることが重要である。 

電気の安定供給に責任を持つ一般電気事業者

にとって需要反応プログラムは，ピーク時間帯

の先鋭的な負荷を抑制し，供給信頼度を高める

と共に，設備利用率を向上させ，より経済的な

電力供給を実現するというメリットがある。実

際，こうしたメリットは，従来より活用されて

きた需給調整契約の導入理由の一つとなって

いる。 

小売事業者にとっては，卸電力価格に応じて

需要削減を実施することができれば，電力系統

全体の信頼度の維持に貢献することに留まら

ず，価格スパイクが生じている場合などでは，

卸電力調達コストと小売電気料金との間の逆

ザヤ状態を回避することもできる。 

以上から，わが国においても需要反応プログ

ラムの導入評価をすることが望まれる。 

需要反応プログラムの導入を検討するために

は，まず先行事例を分析し，制度上の課題を明

らかにすることが重要である。そこで本報告で

は，米国の ISO の中でも，需要反応プログラ

ムが先行して導入されているニューヨーク

ISO, PJM，ならびに ISO ニューイングランドに

ついて，その現状を整理する。また，小売事業

者も需要反応プログラムを実施していること

から，これもあわせて調査する。さらに，先行

研究調査より，需要反応プログラムの課題を明

らかにする。 
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2. 需要反応プログラムの現状 

2.1. ISO の提供する需要反応プログラム 

需要反応プログラムの導入で先行する米国北

東部では前日エネルギー市場およびリアルタ

イム市場が開設されており，これらの市場価格

を活用した需要反応プログラムが設計されて

いる。現段階ではわが国の場合，前日市場しか

ないため，その市場構造に適合したプログラム

の設計が求められる。この章では，米国東北部

の ISO（Independent System Operator，独立系統

運用者）である，ニューヨーク ISO，PJM1なら

びに ISO ニューイングランドにおける需要反

応プログラムについて説明する。 

2.1.1. ニューヨーク ISO の需要反応プログラ

ム 

米国ニューヨーク ISO(NYISO)では，2001 年

より「需要反応プログラム(Demand Response 

Program)」を実施している。需要反応プログラ

ムは，系統状態に応じて ISO が発動し，需要

家が反応するという「信頼度プログラム

(Reliability Program)」と，市場が決定する卸電

力価格に対して需要家が反応する「経済プログ

ラム(Economic Program)」に大別することがで

きる。 

信頼度プログラムは，100kW 以上の反応が可

能な遮断可能負荷と予備電源が対象となって

おり，運転予備力が不足する場合に発動される。

信頼度プログラムには， ICAP Special Case 

Resources Program (ICAP/SCR)と， Emergency 

Demand Response Program (EDRP)がある。 

ICAP/SCR における需要反応（負荷削減ある

 
1 PJM は地域送電機関(Regional Transmission 

Organization; RTO)である。RTO は ISO と同様の役割を

持つ機関であるが，地理的なスケールが大きく，送電

系統の運用･計画を行なう必要がある(FERC, 2005)。本

報告の内容は，ISO と RTO の差異に影響を受けないこ

とから，ISO も RTO もあわせて ISO と表記する。 

いは予備電源）の容量は，小売事業者が確保し

なければならない発電容量として ICAP 市場2

で取引される。すなわち ICAP/SCR が実際に発

動されなくても，登録容量に対して，収入が得

られる。ただし，発動に応じることができなけ

れば，その分の不足違約金が課せられるばかり

でなく，電源の事故の扱いとなり ICAP 市場で

取引できる容量が一定期間制限される。 

EDRP は自主的なプログラムであり，事前に

登録した負荷まで削減しなくともペナルティ

は課されない。ただし，EDRP が発動されない

限り収入は得られない。 

ICAP/SCR と EDRP のいずれにおいても，削

減した電力量に対してリアルタイム市場価格

か，$500/MWh の高いほうを報酬の単価として

適用される。また，支払いの最低額の保証とい

う意味で，発動時間が 4 時間未満であっても，

4 時間分の報酬が NYISO から支払われる。

NYISO は，報酬支払いの費用を，緊急事態が

緩和した地域の供給事業者 (Load Serving 

Entity; LSE) 3に負荷量に応じて比例配分し，回

収する。 

一方，経済プログラム(Economic Program)とし

ては，遮断可能負荷4が対象となる Day-Ahead 

Demand Response Program (DADRP)が用意され

ている。DADRP には， LSE が，通常の買い

入札と同時に負荷削減分を需要削減入札

(Demand Reduction Bids)をする形で参加する。

需要削減入札は，前日市場のオークションにお

いて，発電事業者の入札と同じように供給力と

して取り扱われる。需要削減が落札された場合

 
2 供給事業者はピーク負荷に応じた ICAPを確保する

義務がある。一方，発電事業者は保有電源に応じた

ICAP を販売することができる。ICAP を販売した場合，

卸電力市場に参加するか相対取引を行う義務が生じる。 
3 需要反応プログラムに参加している小売事業者や

アグリゲータをCurtailment Service Providerと呼ぶ場合

がある。 
4 2003 年からプログラムが変更され，以前まで認め

られていた分散型電源の参加は認められなくなった。 
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には，前日市場の需要入札量に対して，実際の

需要量が小さくなり，その分支払いが超過する。

この超過分は NYISO からリベートとして払い

戻される。リベートの原資は，地域の需要量と

混雑発生状況を考慮して，LSE に割り振られる

（高橋，2002）。 

削減可能負荷が報酬を受け取る際に計上され

る負荷削減量は，ベースライン負荷（至近 10

日のうちの上位 5 日分の平均値）と実績値の差

分であると定義されている5。負荷を計測する

ために，需要家側に 1 時間のインターバルメー

タを設置することが，プログラムへの参加要件

の一つとなっている。電力需要は気象条件によ

り左右されることを考慮して，ベースラインは

気象条件に依存して計算する方法も選択でき

る。 

表 1 は，NYISO における信頼度プログラムの

発動実績をまとめたものである。2003 年の実

績では，1536 の需要家（1708MW）が登録して

おり，年間 22 時間の発動時間で最大 700MW

の需要削減がなされた。需要家への支払い額は

2003 年 8 月のニューヨーク大停電時の緊急時

プログラムでは 700 万ドルを超えた。なお，

NYISO のピーク需要は約 3100 万 kW である。

 
5 各 ISO のベースライン負荷の計算方法は付録 B に

まとめている。 

過去 3 年の実績より，信頼度プログラムは一年

当たり 1 日未満の発動時間となっており，最大

で最大需要の 2％程度の需要削減が行われた

ことがわかる。2004 年には信頼度プログラム

は発動されなかった。 

2005 年時点で約 2300 軒の産業用・業務用需

要家が需要反応プログラムに参加している。 

2.1.2. PJM の負荷反応プログラム 

PJM では 2002 年より「負荷反応プログラム

(Load Response Program, LRP)」が施行されてい

る。負荷反応プログラムには，緊急時に負荷削

減を行なった最終需要家への補償手段を定め

た「緊急プログラム(Emergency Load Response 

Program)」と，需要家に負荷削減のインセンテ

ィブを与える目的の「経済プログラム

(Economic Load Response Program; ELRP)」が用

意されている。いずれのプログラムも 1 時間の

インターバルメータを備えたオンサイト電源

と負荷削減が対象である。 

緊急プログラムは，PJM の通知に反応するた

めの自発的な負荷削減プログラムである。PJM

は，負荷削減の協力報酬として，地点別料金

(Locational Marginal Price; LMP)か$500/MWh の

高い方の価格を支払う(PJM, 2002a)。協力報酬

の原資は，エネルギー市場からの購入量に比例

して，市場参加者に割り当てられる (PJM, 

2005b)。負荷削減量は，バックアップ電源の出

力や，実際に削減した需要量により決定する。

従って，ベースライン負荷との比較は行なわな

い。 

経済プログラムには，「リアルタイムオプシ

ョン(Real-Time Option)」と「前日オプション

(Day-Ahead Option)」がある。リアルタイムオ

プションでは，負荷削減量に対してリアルタイ

ム市場の LMP を乗じた報酬が得られる。小売

事業者は，事前に LMP に対する負荷削減量を

届け出ておき，実際に負荷削減を行なう場合に

は，負荷削減開始の一時間以内に PJM に通知

表 1．米国 NYISO における 
信頼度プログラムの発動記録 

Table 1. Records of Reliability Programs 
in NYISO 

 参加者/ 
容量 

発生 
時間 

負荷 
削減量 

支払額

2001 
292/ 
712 MW 

州北部: 
17 時間 

州南部: 
23 時間 

425 MW 
420 万

ドル

2002 
1711/ 
1481 MW 

州北部: 
17 時間 

州南部: 
22 時間 

668 MW 
330 万

ドル

2003 
1536/ 
1708MW 

22 時間 700 MW 
700 万

ドル

出所）Breidenbaugh (2005) 
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すればよい。実際の負荷削減量が登録量に達し

ない場合の違約金はない。前日オプションは，

前日市場の LMP に基づく報酬を得るものであ

る。負荷削減を行なう小売事業者は，負荷削減

量を「需要削減入札(Demand Reduction Bid)」

として市場に投入する。ISO は前日の需給計画

において，需要削減入札を需要側の入札として

処理する。リアルタイムオプション，前日オプ

ションとも，それぞれの LMP が$75/MWh より

安い場合には，発送電6に関する課金を差引い

た上で LMP が支払われる7。負荷削減ができな

かった場合の違約金は，リアルタイム市場か前

日市場のどちらか高いほうの LMP と負荷削減

未達量の積である。 

リアルタイムオプションにおける支払いと，

前日オプションでの発送電に関する支払いの

原資は，PJM が用意している。準備総額には，

経済プログラム全体で年間 1750 万ドルの予算

制約がある(PJM, 2002b)。負荷削減量には，ベ

ースライン負荷と実績値との差分を用いる。た

だし，バックアップ電源については出力の実績

値を用いている。また，天候の変化に応じてベ

ースライン負荷を調節する Weather-Sensitive 

Adjustment というルールも選択することがで

きる。1 時間のインターバルメータを持ってい

ない小口需要家に対する試験的なプログラム

も実施されている(Nonhourly Metered Program)。

参加要件は，25MW 未満の需要家（アグリゲー

トされた需要家も含む）である。削減量の計測

はケースバイケースで LSE が決定する。 

PJM 管内は，需要反応プログラムに登録して

いる負荷削減量として全米で最大規模であり，

供給事業者によるプログラム8と合わせて，

 
6 LSE は，最終需要家から小売料金として，平均的な

発電と送電に関する費用を徴収している。 
7 LMP が$75/MWh と安い時間帯には，経済プログラ

ムへの参加に対するインセンティブを小さくしている。 
8 PJM と小売事業者間の負荷反応プログラムではな

く，小売事業者と需要家間の需要反応プログラムであ

る。小売事業者の提供する需要反応プログラムについ

2004 年夏季でピーク需要(1.3 億 kW)の 15％に

達する(Heffner et al, 2005)。供給事業者の経済

プログラム参加者（346 施設，1109MW 登録容

量）への総支払額は 149 万ドルに上った。2004

年の緊急プログラムの発動はなかったものの，

緊急プログラムへの登録数は着実に増してき

ており，増加が続いている経済プログラムの登

録者数をはるかに凌いでいる(PJM, 2004)。特に

2004 年の登録施設数の伸びは著しい。 

PJM では，負荷反応プログラムを実施する以

前から，信頼度確保の一手段としてデマンドサ

イドマネジメント(Demand Side Management: 

DSM)を行ってきている。これは 1991 年から実

施されている Active Load Management (以下

ALM)と呼ばれる制度で，負荷反応プログラム

の施行後も併合されることなく運営されてい

る。ALM の登録容量は 1806MW であり，PJM

の給電指令に応じて需要を削減する。この登録

容量は，緊急プログラムに参加している容量の

1.3 倍以上にのぼる。FERC が需要反応プログ

ラムの登録量を計算する場合には，ALM は需

要反応プログラムの一制度として扱われいる

(FERC, 2005)。ALM と負荷反応プログラムの

                                                                                   
ては 2.2 節で説明する｡ 
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図 1．PJM における需要反応プログラムの登録

Fig.1. Enrolled Sites and Capacity 
in the Load Response Program 
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並存問題については，第 3 章にて取り上げる。 

2.1.3. ISO ニューイングランドの負荷反応プ

ログラム 

ISO ニューイングランド(ISO-NE)は，2001 年

から「負荷反応プログラム (Load Response 

Program; LRP)」を実施している。負荷反応プ

ログラムには，ISO が系統状態を判断し，その

判断に需要家が反応する「需要プログラム

(Demand Program)」と，市場が決定する卸電力

価格に対して需要家が反応する「価格プログラ

ム(Price Program)」がある。100kW 以上の遮断

可能負荷と予備電源が参加することができる。

NYISO と PJM では，1 時間のインターバルメ

ータが必要であったが，ISO-NE では 15 分のイ

ンターバルメータが必要となっている。 

需要プログラムは，事前通知から実際の反応

までの時間的猶予の違いにより，「リアルタイ

ム 30 分需要反応プログラム (Real-Time 30 

Minute Demand Response Program)」と「リアル

タイム 2 時間需要反応プログラム(Real-Time 2 

Hour Demand Response Program)」の 2 種類のプ

ログラムが用意されている。前者は事前通知か

ら 30 分以内で負荷削減を完了しなければなら

ないが，後者は 2 時間以内で完了すればよい。 

インセンテイブは ICAP 市場価格9に基づく月

ごとの容量支払いと卸価格に連動している従

量支払いである。具体的な削減量はベースライ

ンとの差であり，Real-Time 市場の卸電力価格

か最低保証価格の高いほうが報酬として支払

われる。最低保証価格は，30 分で削減する場

合は$500/MWh，2 時間で削減する場合は

$350/MWh である。 

インターバルメータを持たない需要家も負荷

反応プログラムに参加できる制度として，

Real-Time Profiled Response Program が試験的

に実施されている。参加要件は 200kW 以上の

 
9 2005 年の平均価格は$223.64/MW である。 

負荷削減が可能な需要家でグループであり，プ

ールのポンプや分散型電源が具体的な対象に

なっている。ベースライン負荷による削減量の

推計ができないため，予め策定した計測・立証

計画(Measurement and Verification Plan)に基づ

いて削減量を推計する。 

2004年からの 4年間でコネチカットを中心に

300MW 相当の参加を計画している。2004 年 8

月の実績では，負荷調整よりバックアップ発電

設備の投入が大きかった。 

一方，価格プログラムは，前夜か当日の朝に，

リアルタイム市場価格が$100/MWh を超える

と予測された場合に ISO により通知されるプ

ログラムである。協力報酬は，Real-Time 市場

の卸電力価格か最低保証価格$100/MWh の高

いほうが支払われる。価格プログラムは，

NYISO や PJM の経済プログラム (DADRP, 

ELRP)と似ているが，大きく 2つの点で異なる。

1 つには，ISO-NE の価格プログラムはリアル

タイム市場の約定価格を受け入れるという点

である。NYISO, PJM の経済プログラムは，前

日市場への参加であり，指値注文を行なう。2

つ目は，ISO-NE の価格プログラムでは，ISO

が$100/MWh を越える予想をし，通知を行なう

ことによって，はじめて参加できるという点で

ある。NYISO, PJM の経済プログラムでは，登

録されていればいつでも参加することが可能

である。 

価格プログラムは，2004年に 59日発動され、

1764 万 kWh 削減された。総支払い額は 192 万

ドルであり、平均単価は約 13 円/kWh（為替を

115 円/ドルとすると$113/MWh）とピーク時間

帯価格を反映している。 

これまで見てきたように，ISO-NE の負荷削減

プログラム自体はリアルタイム市場を対象に

している。前日市場へは，負荷反応プログラム

の参加者の希望者に前日市場参加オプション

を与えることで対応する。精算は注文価格(Bid 
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Price)か一日前市場の市場清算価格で行われる。

負荷に偏差が生じた場合にはリアルタイム市

場価格で精算される(Laurita, 2005)。 

2.1.4. 需要反応プログラムへの登録量の比較 

表 2 は，上述の需要反応プログラムを比較し

たものである10。プログラムの種類については，

電力需給が逼迫している場合に ISO が発動す

るものを「緊急プログラム」とし，それ以外を

「経済プログラム」と分類した。 

米国北東部の 3 つの ISO の中で，負荷削減量

が際立っているのは，PJM 経済プログラムのリ

アルタイムオプションである。このプログラム

では，違約金がなく，実際に負荷削減を行なっ

た上で，負荷削減を申請すればよいため，参加

しやすい。NYISO の経済プログラムの登録量

は，ピーク需要に対する割合(1.3%)は，PJM の

経済プログラム(0.7%)や，ISO-NE の価格プロ

グラム(0.4%)よりも多い。ISO-NE の負荷削減

プログラムの登録容量は，それぞれが 1%未満

と少ない。その理由の一つとして，ISO-NE の

 
10 詳細については付録 A の総括表にまとめている。 

価格プログラムに$100/MWh という発動条件

がついているためと考えられる。 

2.2. 小売事業者の需要反応プログラム 

上述の需要反応プログラムは，卸電力市場に

おける制度で，小売事業者11が，需要反応プロ

グラムをふまえて，最終需要家とどのような契

約を結ぶかについては制度の範囲外となって

いる。 

しかしながら，いくつかの先行研究では，需

要反応プログラムに関する議論の中で，小売事

業者の料金制度も取り扱っている(GAO (2004), 

Heffner, et. al.  (2005), RRI (2005), Schwarts 

(2003))。そこで本報告では，需要反応プログラ

ムにおける小売事業者の役割と課題を整理し，

その後，個々の料金制を説明する。 

2.2.1. 需要反応プログラムにおける小売事業

者の役割 

実際に需要家に電力を供給している小売事業

 
11 需要反応プログラムに参加している供給事業者や

アグリゲータを負荷削減サービス提供者(Curtailment 
Service Provider)と呼ぶ場合がある。 

表 2．ISO における需要反応プログラムの実施状況 10 
Table 2. Aspect of Demand Response Program Each ISO. 

ISO/プログラム名 
プログラムの 

種類 

負荷削減 
実績 

(2004 年) 
(MWh) 

登録容量 
(MW) 

2004 年のピーク

需要に対する 
登録容量の割合

ニューヨーク ISO 
 Day-Ahead Demand Response Program 経済プログラム 3535 377 1.3% 
 ICAP Special Case Resources 緊急プログラム （発動なし） 981 3.5% 
 Emergency Demand Response Program 緊急プログラム （発動なし） 581 2.0% 
PJM 
 Economic Load Response Program 経済プログラム 48622 724 0.7% 
  Day-Ahead Option 経済プログラム 179 - -
  Real-Time Option 経済プログラム 46561 - -
  Nonhourly Metered Program 経済プログラム 1881 - -
 Emergency Load Response Program 緊急プログラム （発動なし） 1385 1.3% 
 Active Load Management 緊急プログラム （発動なし） 1806 1.7% 
ISO ニューイングランド 
 Real-Time Price Response Program 経済プログラム 9216 108 0.4% 
 Real-Time Demand Response Program 緊急プログラム （発動なし） 165 0.7% 
 Real-Time Profiled Response Program  緊急プログラム （発動なし） 83 0.3% 
出所）FREC(2005)を参考に作成 



 －7－ ©CRIEPI 

者は，料金制度によって卸電力取引の価格変動

リスクを需要家に移転する，あるいは，リスク

プレミアムを上乗せしてリスクを引き受けて

いる。さらに小売事業者は，需要家と小売事業

者自身が，需要反応プログラムを用いてどのよ

うにビジネスに活用するか検討する必要があ

る。 

DEFG and CAEM(2005)は，小売事業者の役割

として，需要反応を引き出すためには，変更が

繰返される規制の枠組や，異なる通信規約や手

段，社会基盤としての電力の安全の重要性の増

大に対応しなければならないとしている。垂直

統合されている場合には，需要反応プログラム

の実装はそれほど困難ではない。意思決定プロ

セスは中央集権型で，通信方法も一定なためで

ある。利益は需要家と小売事業者に分配される。

規制機関は費用回収と，場合によっては需要反

応への投資に繋がる収入の可能性を保証する

ことにより特定のプログラムのリスク管理を

支援する。利益の配分の公平性に関する複雑な

問題は，市場に基づくプロセスではなく，管理

部門によって決定される。一方，規制が緩和さ

れた状態では，発送配電のバリュー／サプラ

イ・チェーンは分離されている。意思決定も分

断され，通信方法も多様化する。需要家は，様々

な供給者から多様な需要反応プログラムの選

択肢を提示される。複数のプログラムや供給者

の選択肢は，市場も混乱させる恐れもある。 

2.2.2. 小売事業者の提供する料金メニュー 

料金メニューは，需要反応プログラムをどの

ように需要家まで連携するかという点で重要

である。 

卸電力市場価格の変動の様子に応じて変化す

る動的な料金制には，リアルタイム料金と，緊

急ピーク時間帯料金がある。 

(1) リアルタイム料金(Real-Time Pricing; RTP) 

時々刻々と変化する電力価格や電力需給に連

動させて，需要家の従量単価も変化させる制度

である。典型的な時間幅は 1 時間である。制度

によって異なるが，一日前や数時間前などに電

力価格が通知される。従量単価は，実際の卸電

力市場や，市場予測の統計モデル，回避された

発電コストなどに基づいている。 

例えば米国の電力会社である Georgia Power

では，1990 年より大口需要家が RTP を選択で

きるようになっている(Schwartz, 2003)。いくつ

かある RTP のうち，一日前通知の 2 部料金制

が最も人気がある。料金説明書には，ベースラ

インに対して収入の中立性が明記されており，

負荷削減の失敗に対するペナルティはない。

2003 年では，1700 軒 5000MW の大口需要家が

参加しており，系統の最大需要の 5％に相当す

る 1000MW の 需 要 削 減 が 達 成 さ れ た

(OECD/IEA, 2003)。 

米国においては，2003 年時点で，49 の電気事

業者が選択的な RTP を提供している(Barbose 

et.al., 2004, Goldman et.al. 2005)。一般に，RTP

は，ピーク電源の運転や設備投資を抑制するこ

とで，発電コストの低減（電力価格の低減）を

もたらすと考えられているが，これらの調査に

よると，電気事業者がRTPを提供する動機は，

ピーク需要の削減よりも顧客満足や顧客維持

の方が大きくなっている（図 2）。電力自由化

に伴い，潜在的な競争相手が，市場ベースの料

金によって大口需要家を奪い，そして，多くの

電気事業者は，潜在的な競争相手を打ち負かす

ために市場ベースの価格に「早くアクセスす

る」ことを大口需要家へ提供する方法として

RTP を開発し対抗していると考えられている。 

(2) 緊 急 ピ ー ク 時 間 帯 料 金 (Critical-Peak 

Pricing; CPP) 

米国の電力会社である Gulf Power では，1 日

を 3 つの期間（ピーク，オフピーク，ミッドピ

ーク）に分けた従来型の時間帯別料金に加え，

需給が特に逼迫しているピーク時間帯に事前

通知によって予め定められた高い料金を適用
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するという CPP が用意されている(GAO, 2004)。

Gulf Power の CPP では，需給がタイトなとき

に電力会社が発動することができるが，年間

88 時間までという制限がある。2003 年には一

度も発動されなかったが，2002 年には 11 回，

総時間 12 時間の発動があった。実際の負荷削

減では，電力会社から 4 つの電気機器を自動的

に停止させる革新的なコントローラが提供さ

れ，これらが CPP 発動時に効果をあげた。 

CPP 料金は各電力会社で異なっている。例え

ば，SDG&E(2005)が 200kW 以上の需要家に設

定しているデフォルトの CPP 料金は 94.3 ドル

/MWh（13 日で 1 日 7 時間まで）である。また，

SCE(2005)は，正午から午後 6 時までの電力使

用料(kWh)を，夏季ピーク料金の 14 倍として

いる。 

参加要件としては，例えば SDG&E(2005)では，

既に TOU 料金を選択していることや，インタ

ーバルメータを使用していること，月間の平均

最大需要が 20kW 以上であることなどがある。  

次に，従来型の時間帯別料金 (Time-Of-Use 

Pricing；TOU)について述べたい。TOU は，時

間帯やシーズンによって価格が変化するもの

で，デマンドサイドマネジメント(Demand Side 

Management; DSM)として既に広く活用されて

いる。DRP と DSM の違いについては，第 3 章

で述べることとして，ここでは単に TOU につ

いて説明をしたい。 

わが国においては，業務用電力，高圧電力お

よび特別高圧電力に該当する電力を対象に，選

択約款として「季節別時間帯別電力」という契

約種別が用意されている。この制度の特徴は，

料金原価をきめ細かく料金単価に反映できる

ことから，負担の公平性に優れている点にある。

主たる目的は，価格誘導効果により重負荷時間

帯の負荷を移行し，需要家の料金負担軽減と電

力会社の設備利用率の向上，ならびに追加的設

備投資の抑制を行なうことである（電気事業講

座編集幹事会, 1997）。 

従来型の TOU は，熱波や電源の計画外停止な

どによる供給力の突然の喪失などによって需

要が相対的に増加した場合のように，予期せぬ

イベントに対しては効果を発揮することは困

難である(GAO, 2004)。 

この他に，需要家の負荷削減に対し報酬を支

払う買戻し(Buyback)制度もみられる。 

(3) 需要買戻し(Demand Buyback) 

需要買戻しは，電力会社からの特定の時間帯

と価格における需要削減の要求に応じて，需要

家が需要を削減するものである。買戻しの際の

価格は，卸電力取引所の価格などに基づいて，

電力会社側の需要削減に対する支払意思額と

して契約されるため，電力価格が上昇すれば，

需要削減に貢献できるようになる(Schwartz, 

2003)。 

ボンヌビル電力管理局 (Bonneville Power 

Administration; BPA)12は，2000 年から 2001 年

にかけての供給力不足時に，200MW 以上の負

荷削減を実現している。また PGEは 2001年に，

122 回計 1728 時間の需要買戻しを行なってい

 
12米国エネルギー省下の連邦局で，オレゴン州に本部

がある。北米太平洋側北西部地域の約半分の需要（電

力会社や大口需要家）に対して卸電力を供給している。 

リアルタイムプライシング制度の割合

顧客満足と
顧客維持

負荷シフトあるいは
ピーク需要削減

需要増加

規制当局の
指令への対応

市場ベース価格の
経験の蓄積

価格リスクの分散

出所）Barbose et.al.(2004) 

図 2. 米国 Utility がリアルタイム 
プライシングを提供している主な動機 

Fig.2. Primary Utility Motivations 
For Offering RTP 
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る。8 需要家が参加し，支払い総額は 1130 万

ドルで，支払平均は$129/MWh であった。一方，

電力側のコストの削減は正味 2620 万ドルとな

った。 

(4) 長期買戻し(Long-term Buyback) 

長期買戻しは，数ヶ月かそれ以上の長期間に

渡り，需要削減に同意した需要家に対する契約

である(Schwartz, 2003)。電力危機時に一時的な

契約として実施された。 

BPA と近隣の電力会社は協力して， 2001 年

夏に 1500MW の需要削減契約を産業需要家と

交わしている。この他にも，PacifiCorp は 2001

年に灌漑削減プログラム(Irrigation Curtailment 

Program)を実施している(Schwartz, 2003)。さら

に PacifiCorp は同年に，住宅の需要削減プログ

ラムも実施している。前年の月次の電力需要に

比べ，10％の需要削減が達成されれば，10％の

料金割引が，20％の需要削減には 20％の料金

割引が適用されるというものである。本プログ

ラムは，登録も特別なメータの設置も行なわれ

なかった。結果として，27％の需要家が参加し，

平均としてはピーク時間帯で 19MW の需要が

削減された(Schwartz, 2003)。 

 

3. 需要反応プログラムの課題 

需要反応プログラムを実施するためには，負

荷削減の頻度，期間，事前告知時間などの仕様

を決定する必要がある。このときには，リアル

タイム料金制など価格に対する需要反応プロ

グラム（PJM 経済プログラムなど）とするか，

負荷制御など数量ベースの需要反応プログラ

ム（PJM 緊急プログラムなど）とするかという

点も明確にする必要がある。また，予約段階で

の事前支払い（コールオプションプレミアム）

か実績に基づく支払いかという点もプログラ

ムを特徴づける要因となっている。Sezgen 

et.al.(2005)は，金融工学的なアプローチで需要

反応プログラムのオプション価値を計算して

いる。このオプション価値の計算では，需要家

の反応を，需要の削減，負荷移行（シフト），

分散型電源の短期的な運転としている。さらに

最近では，自動的にリアルタイム料金制に登録

されるか，需要家自身が選択してはじめてリア

ルタイム料金制が適用されるかという議論が

政策的に注目されている(Barbose et.al., 2005)。

参加要件の緩和も，需要反応プログラムへの参

加容量を増加させる要因として期待できる。東

京電力では，平成 15 年度限りとして，需給調

整契約の調整時間を通常の 1 時間から 30 分と

し，業務用需要の参加を促している（電気新聞，

平成 15 年 6 月 24 日）。 

こうした需要反応プログラムの仕様は重要で

あるが，これ以外にもいくつかの課題が指摘さ

れている。以下では，需要反応プログラムに関

する課題を，需要反応プログラムの設計と，経

済価値評価，ならびに環境面に分類して説明す

る。 
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3.1. 需要反応プログラムの設計におけ

る課題 

3.1.1. 現状からの移行 

米国やわが国では，既に DSM を実施してき

ていることから，さらに追加的に DRP を導入

することの意味を確認すべきであろう。以下で

は，DSM と DRP の相違と類似点について説明

し，それぞれの位置付けを整理したい。 

DSM は，米国において 80 年代から 90 年代初

めにかけて拡大した。実施された主な理由は，

地球温暖化や酸性雨に代表される環境問題に

対する意識の高まりである。DSM は省エネル

ギーと環境問題の解決の双方に貢献すると考

えられた（矢島, 1997）。 

EPRI は 1980 年代初めに，DSM は，電力系統

の計画を考慮した 6 つの「負荷形状目標(Load 

Shape Objective)」13に取り組むものとした。電

力会社(utility)が，消費や負荷管理，コジェネレ

ーション設備，再生可能エネルギー，ピーク需

要料金，エネルギー貯蔵技術を注意深く検討す

ることで，コスト最小計画を実施することが求

められた。 

わが国においても，長期的な需給と料金の安

定を確保していくために，ピーク電力を抑制し，

需要家と協調して負荷平準化や省エネルギー

を達成していく活動として DSM が積極的に取

り組まれた（小野, 1997）。季時別料金制度や

需給調整契約などのインセンティブによって，

エコアイス，電気温水器など蓄熱システムの普

及や，産業用需要の負荷調整/移行などの需要

家行動を引き出し，成果を挙げている。 

一方，需要反応プログラムには，卸電力取引

所を前提としている制度である点に特徴が見

 
13 6 つの負荷形状目標とは，「戦略的な負荷削減

(strategic conservation)」「ピーク需要の抑制(peak 
clipping)」「負荷移行(load shifting)」「ボトム時需要創

生(valley filling)」「戦略的な負荷成長(strategic load 
growth)」「柔軟な負荷形状(flexible load shape)」である。 

られる。 

USDRCC(2006)は，需要反応を「電気の顧客

が，電力消費の削減と移行に応じることのでき

る選択肢を提供すること」と定義している14。

だだしここでの「電力消費の削減と移行」は，

需要の変更がプライシング，信頼度，緊急反応，

運用，計画，延期のような問題に関係するピー

ク時間帯を対象としている。また「選択肢」は，

動的あるいは時間帯別料金や，何らかのインセ

ンティブを指す。 

FERC は，2002 年に「標準市場設計規則案の

公示(SMD NOPR)」を発表した(FERC, 2002)。

 
14 United States Demand Response Coordinating 

Committee(USDRCC)は，米国における需要反応の知識

の増進と，実務家と政策策定者間の情報交換の促進の

ために，2004 年に設立された非営利団体である。米国

エネルギー省(DOE)より，国際エネルギー機関(IEA)需
要反応プロジェクトの代表組織に指定されている。会

員は以下の 15 組織となっている: American Electric 
Power (AEP), Demand Response Research Center (DRRC), 
ISO New England, Mid-West ISO, National Grid, Ameren, 
Tennessee Valley Authority, MidAmerican Energy, 
NYSERDA, Pacific Gas & Electric, PJM Interconnection, 
Salt River Project (SRC), Southern California Edison, San 
Diego Gas & Electric, Southern Company. 

表 3．デマンドサイドマネジメント(DSM)と 
需要反応プログラムにおける目的の比較 

Table 3. Comparison of Objectives 
between DSM and DRP 

目的 DSM 
需要反応 
プログラム

ピーク需要の負荷削減 ○ ○ 
長期的な需給の安定 ○ ○ 
需要家の価格弾力性の活用 ○ ○ 
環境問題 ○ × 
需要増加（戦略的，ボトム

時間帯） 
○ × 

供給コストの最小化 ○ × 
新技術の投入※ ○ × 
需要家の選択肢の拡大 × ○ 
卸電力市場の考慮 × ○ 
市場支配力の緩和 × ○ 
「○」：直接的な目的の範囲に含まれる 
「×」：直接的な目的の範囲に含まれない（直接的

な目的とはなっていないが，結果として効

果が得られることは十分に考えられる） 
※ ここでは，コジェネレーション設備，再生可能エ

ネルギー，エネルギー貯蔵など 
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この中で需要反応プログラムは，大規模電源や

分散型電源と同様に，長期的な供給力として扱

われている。 

表 3 は，これら DSM と需要反応プログラム

の相違と類似点を制度の目的の観点からまと

めたものである。卸電力市場の考慮の面などで

相違も見られるが，ピーク需要の負荷削減，長

期的な需給の安定ならびに需要家の価格弾力

性の活用という共通な目的も見られる。 

DSM が導入されている状態で，さらに需要反

応プログラムを導入した具体例として，PJM に

おける事例を紹介する。PJM では，LRP を実

施する以前から，信頼度確保の一手段としてデ

マンドサイドマネジメント (Demand Side 

Management; DSM)を行ってきている。これは

1991 年から実施されている Active Load 

Management (ALM)と呼ばれる制度で，LRP の

施行後も併合されることなく運営されている。

ALM に参加している LSE は PJM 全体で

1255MW の容量があり，PJM の給電指令に応

じて需要を削減する。ALM の種類には，LSE

の通信により直接需要制御することができる

Direct Load Control (DLC)や，LSE の通知により

需要を予め定めた水準へ削減する Firm Service 

Level (FSL)，LSE の通知により予め定めた負荷

削減量を達成させる Guaranteed Load Drop 

(GLD)がある。ALM には，年間 10 回まで負荷

遮断回数制約や，平日正午から夜 8 時までの負

荷遮断は 6 時間まで，一回の負荷遮断は 2 時間

以内などの特徴がある。 

PJM(2004)は，ALM と ELRP の 2 つの制度を

設計時期や目的が部分的に異なるため，冗長な

面もあるが制度として尊重されてきた。今後，

これらを一つに統合すれば，互いの制度の長所

を残しつつ，冗長かつ非効率な面を削除できる

と考えている。ALMとELRPの主要な違いは，

容量クレジット(Capacity Credit)の有無である。

ALM プログラムへの参加により，需要を持つ

LSE は，自身の容量確保義務量に割り当てるか，

容量クレジット市場に販売することができる

容量クレジットを受け取る。ELRP はエネルギ

ーだけのプログラムであるため，負荷削減時の

LMP に基づく報酬が得られる。ALM の参加者

はエネルギーに対する支払いを得ることがで

きず，一方，ELRP の参加者は容量クレジット

が得られない。 

PJM における需要反応プログラムと ALM の

登録容量のピーク需要に対する比率は，それぞ

れ 2.0%（経済プログラムと緊急プログラムの

合計）と 1.7%であり，このことから，DSM の

存在により需要反応プログラムが不要という

ことにはならず，両制度の並存あるいは統合が

可能であることがわかる。 

需要反応プログラムへの移行に関して，DSM

との併存以外の問題としては，Costello(2004)

は，リアルタイム料金制が普及しない理由を以

下のように整理している。 

• 規制の障害：１）電気料金は，過去に発

生したコストに基づいて州に認可される。

このことが変動する価格の適用を阻害し

ている。２）規制当局としては，需要家

がピーク時間帯に負荷移行できずに，結

果として支払いが増すと考える。３）た

とえ負荷移行が出来たとしても，メータ

リングやその他のコストが増し，利益を

損ねることを恐れる。４）また，負荷削

減か支払いの増加により，需要パターン

を変化させることは不公平とさえ考える

規制者も存在する。あるいは，リアルタ

イム料金制の導入に対して，受益する者

とその程度を明確に特定することが難し

くみえる面も積極性を阻む傾向がある。 

• 電力会社の抵抗：リアルタイム料金制に

より，効率改善や潜在的な収入向上は需

要家側にシフトし，電力会社にとっては

何ら金銭的なインセンティブが生じない
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と考える電力会社もある。その他にも，

リアルタイム料金制の導入に関連して，

メータリングやその他の電力会社の負担

が増加することも懸念されている。最後

に，電力会社が，卸電力市場に供給者と

して参加している場合には，需要家が価

格弾力性を持つことで，潜在的に収入が

低下することも問題となる。 

• 需要家の慣性：まず最も基本的な部分と

して，需要家が時々刻々と変化するリア

ルタイム料金と向き合い，一時的に消費

パターンを変化させることで混乱するこ

とが考えられる。ほとんどの需要家は自

分がどのように電力を消費しているか把

握していない。さらに，価格情報にアク

セスしたり，反応したりするという，電

力に関連する「取引コスト」の増加に対

しても抵抗する傾向がある。また，需要

家の選好として静的な料金を望む場合も

ある。 

Braithwait(2003)は，需要反応プログラムが実

施された場合でも，小売事業者によるコストの

コントロールと価格リスクの管理のための相

対契約の一般的な慣習により，卸電力価格が低

い時間帯においても，電気料金の支払いの低下

には結びつきにくいとしている。 

このように，需要反応プログラムの導入は，

規制機関，電力会社，需要家という広範囲に影

響を与えるが，それぞれに需要反応プログラム

の導入に消極的となる理由も指摘される。また

需要反応プログラムの成果が直ちに需要家に

行き渡りにくいという懸念は，検討すべき課題

と言える。 

3.1.2. インセンティブの設計 

需要反応プログラム普及の評価基準には参加

需要家数，登録容量，負荷削減量などがあるが，

もっとも重要なのは需要家が受けとるインセ

ンティブ総額(market turnover)である。これが，

回避された資源（回避可能発電・送電費用）の

価値に対応する。 

現在，NYISO, PJM, ISO-NE では十分な予備力

があり，ISO 管轄地域の拡大とともに参加者も

増加傾向にある。そのため，ここ数年は電力価

格は安定し，ボラティリティも小さくなること

が予測され，需要反応プログラム導入へのイン

センテイブは減少すると見込まれる。従って，

需要反応プログラムを成長させるのは難しい。

ただし，新しいエネルギー政策法は，各州での

需要反応プログラム整備状況を報告させ，イン

ターバルメータの設置を促すため，需要反応プ

ログラムを活性化する方向にある。 

参考として NYISO, PJM と日本卸電力取引所

(Japan Electric Power Exchange; JEPX)の価格ス

パイクを，価格の持続曲線を用いて比較してみ

よう。価格スパイクは，一時的に電力取引価格

が高騰し，その後価格が元の水準まで下がると

いう現象である。持続曲線を描くことで，価格

スパイクの頻度と水準を知ることができる。イ

ンセンティブ総量は，頻度と価格と量からなる

ため，需要反応プログラム普及の予備的な検討

に資するものと考えられる。 

図 3 に，ピーク時間帯の平均価格の持続曲線

を示す。JEPX と比較するため，価格には，午

後 1時から 4時までの 3時間の平均値を使用し

ている。さらに図 4 はこのピーク時間帯の平均

価格持続曲線を価格の高いほうから上位 33 日

分をプロットしたものである。 

図からも明らかなように海外の卸電力取引所

の価格は，非常に先鋭性が高い。PJM，NYISO

とも，緊急プログラム協力に対する報酬の最低

保証料金を$500/MWh としていることから，こ

の金額の発生頻度が，緊急プログラムの発生頻

度の目安と考えられる。$500/MWh を超える時

間帯は非常に少ない。図は 3 時間の平均値であ
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るが，1 時間ごとの価格で考えても同様の傾向

が見られる。具体的には，2000 年から 2004 年

の 4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間（述べ 48

ヶ月間）で，PJM 全体の価格の加重平均を示す

基準価格が$500/MWh を超えるのは，全体で 9

時間（約 0.041%）である。また，NYISO では，

3 時間（約 0.014%）である16。なお，ISO-NE

においては$100/MWh を超える卸電力価格が

予想される場合には価格プログラムにより負

荷削減が通知されるが，この$100/MWh を超え

る期間は，PJM で 218 時間（約 0.993%），NYISO

で 137 時間（約 0.649%）である。 

一方 JEPXは，まだ運営の日が浅いとはいえ，

海外の卸電力取引所と比較すると先鋭性が小

さいと見てよさそうである。JEPX については

時間帯ごとの価格ではなくピーク時間帯平均

価格が公開されているが，このピーク時間帯平

均価格が$500/MWh を超えた日はない。最大は

$156/MWh（為替 110 円 /ドル）であり，

$100/MWh を超えた日は 76 日（182 日中）で

 
16 NYISO については，全 48 ヶ月のうち１ヵ月程度

のデータの欠損がある 

ある。従って，わが国においては，JEPX の価

格の先鋭性による需要反応の誘因も，海外と比

較すると小さくなると推測される。 

ただし，ここでは地域全体の参照価格を用い

ているが，送電混雑などの発生により，地域ご

との価格の先鋭性はこれよりも大きくなると

思われる。そのため，需要反応の誘因がより高

まることが考えられる。さらに，需要反応プロ

グラムの市場価値は，プライススパイクの有無，

あるいは，平均価格とピーク価格の比のみなら

ず，ピーク価格の水準も要因と考えられる。従

って，ピーク価格の水準の面からも需要反応プ

ログラムの意義を検討する必要がある。 

インセンティブ総額以外にも，インセンティ

ブに関する問題は残っている。 

Braithwait(2003)は，補助金なしの状態で，市

場ベースの需要反応プログラムとダイナミッ

ク料金が生み出すコスト削減の利益を明らか

にすると共に，補助のついた需要反応インセン

ティブの支払いは，卸電力価格を下げ，追加的

なコスト削減を導くという主張は誤りである

ことを主張している。 

先にも述べた様に，需要反応プログラムには，

長期的な需給の安定という目的もある。供給信
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頼度を確保するためには，小売事業者が自社の

需要に対応するよう供給力を確保する必要が

ある。しかし，緊急プログラムに設けられた罰

則によっては，こうした供給力確保の努力を回

避することが可能となる（佐藤, 2004）。すな

わち，電源を確保し，費用を長期回収するより

も，実施できない負荷削減量を登録し，時々発

生する緊急プログラムのペナルティを支払う

ことも可能となってしまう。例えば，PJM では，

2001 年 7 月 1 日から 2002 年 6 月 30 日までに

92 時間に平均して高い電力価格$320/MWh を

経験した。内燃力発電所の年間維持費用は約

$60,000/MW である一方で, PJM がこの 92 時間

で供給力不足の LSE へ課す費用は$29,400/MW

となる。これは，内燃力の維持費用の半分にな

る。このように，LSE は長期的な供給力を購入

せずに短期的な罰金の支払いを選択する可能

性がある。 

インセンティブに係る問題としては，緊急プ

ログラムの者が希望する協力報酬の単価と，

PJM が支払う報酬の単価の間にリンクがない

点も指摘されている(PJM, 2004)。緊急プログラ

ムの登録者は価格を提示することができない

ため，全か無か(all-or-nothing)のブロック型の

負荷削減が行なわれる。これにより過剰な負荷

削減を招き，緊急プログラムの協力報酬が大き

くなる傾向がある。この問題を解決する一方策

に，全ての ELRP 参加者に価格の提示を要求し，

そして緊急時に給電指令を出すことを挙げて

いる。 

これらのインセンティブの問題は，インセン

ティブ総額が十分か，供給力確保に寄与する制

度となっているか，ならびに緊急時の給電指令

と価格の関係をどのように考えるか，という形

に整理することができる。 

3.1.3. 負荷削減量の推計 

多くの需要反応プログラムでは，需要の削減

量を推定するために，ベースライン負荷を用い

ている。 

佐藤(2004)は，負荷削減の実施量は一般的に

申告された容量よりも小さくなる傾向がある

ため，負荷削減量を需給計画に組み込む場合に

は，申告量から実施量を推計する必要があると

している。 

GAO(2004)も，負荷削減量の推定について問

題を指摘している。一般に，負荷遮断プログラ

ムでは，数年に渡り電気料金を安く押さえるこ

とができる一方で，負荷遮断そのものはめった

に発生しないため，負荷削減できない病院や学

校なども登録してしまい，その結果，プログラ

ムの効果が薄れてしまっている。需要削減量を

計算するためには，ベースライン負荷から，実

際の需要量を減じる必要がある。一般に，電力

需要は季節や個々の事情により変化すること

から，このベースライン負荷を正確に推定する

ことは簡単ではない。 

このように，系統全体の削減量の推定と，個々

の需要家のベースライン負荷の推定で問題が

生じている。 

3.2. 経済価値評価における課題 

需要反応プログラムは，競争的な電力市場に

需要側の参加を促すものである。需要家はリア

ルタイムプライシングなどの動的な料金制を

適用することで，オフピーク時間帯に需要をシ

フトしたり，長期的には，エネルギー効率の向

上，あるいは自家発電設備の導入などを行ない，

高価格な電力購入を避けようとする。また，こ

うした需要家の行動が，卸電力市場における価

格スパイクや価格の高止まりを抑制するとい

うフィードバックもある。全体として，需給の

逼迫や，市場支配力を緩和し，供給信頼度の向

上や経済的な利益を生み出すことが期待でき

る(OECD/IEA, 2003)。 

GAO(2004)は，需要反応プログラムの潜在的

な経済価値の先行研究を，１）過去のイベント

に対して，需要反応プログラムを想定した場合
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の経済価値，という視点と，２）将来，需要反

応プログラムが導入された場合の経済価値，と

いう視点に分けて整理している（表 4）。過去

のイベントに対しては，カリフォルニア州にお

ける 2000 年夏季の電力危機における推計とし

て，電力コストが 2 億 2 千万~25 億ドル削減さ

れることや，ピーク価格も$750/MWh から

$512/MWh 減少することが示されている。また

将来見通しとしては，全米で 45 億～150 億ド

ルの利益が得られるとの推計が示されている。

このように需要反応プログラムは，電力需給に

大きな影響を与えることが主張されている。 

O’Sheasy(2003)は，平均費用料金の規制慣習の

ため，需要の短期価格弾力性がないことを指摘

し，さらに動的な料金と需要反応による経済効

果の仕組みを説明している。まず，電力需要の

短期価格弾力性がないことを，「分断された

(disconnected)」電力市場と呼び，価格スパイク

表 3．需要反応の潜在的な利益の先行研究 
Table 3. Studies of Potential Benefits of Demand-Response 

先行研究 試算結果/結論 

過去のイベントに対して，需要反応プログラムを想定した場合の経済価値 

 
“Financial and Physical Insurance 
Benefits of Price-Responsive 
Demand”, Hirst, May 2002. 

1999 年カリフォルニア州電力需要の 20%がリアルタイム料金を利用

できれば，州の電力コストは 4%（2 億 2 千万ドル）減少する。2000
年には電力価格は 4 倍となり，ボラティリティも高まったため，コス

ト削減効果は約 12%（25 億ドル）と大きくなる。 

 
“Getting Out of the Dark: 
Market-based pricing could prevent 
future crisis”, Faruqui, et. al., 2001. 

カリフォルニア州の 2000 年夏季の電力危機において，リアルタイム

料金があれば，ピーク需要を 193MW 減少させ，ピーク価格も

$750/MWh から$512/MWh 減少させることができる。 

 

“Mitigating Price Spikes in 
Wholesale Market-Based Pricing in 
Retail Markets”, Caves, Eakin and 
Faruqui, 2000. 

1999 年 7 月ミッドウエストでは，卸電力市場で$10,000/MWh の価格

スパイクが発生した。需要が 10%減少する反応があれば，$2,700/MWh
までの上昇に抑えられる（73%の低下）。 

将来，需要反応プログラムが導入された場合の経済価値 

 
Power System Economics: 
Designing Markets for Electricity, 
Stoft, 2002. 

概算では，リアルタイム料金の正味の価値は，総電力需要の 2%にの

ぼり，2003 年の米国では約 45 億ドルとなる。推計は長期的に負荷移

行を行うもので，消費される電力量は一定としている。停電やその他

サービス停止をすることによる利益は含まれていない。 

 
“Economic Assessment of RTO 
Policy”, ICF Consulting for FERC, 
2002. 

米国でリアルタイム料金を導入した場合，需要反応の容量と分散型電

源の活用を低く見積もっても，2010 年には年間 75 億ドルの利益があ

る。効果は初年度から表れる。 

 

“White Paper: The Benefits of 
Demand-Side Management and 
Dynamic Pricing Programs”, 
McKinsey and Company, 2001. 

米国の需要が 5~8%負荷移行を実施し，ピーク時間帯で 4~7%の負荷

削減を行った場合には，100 億~150 億ドルの利益が得られる。また，

ピーク電源を 31,250MW 分抑制できる。これは，12 万 5 千 kW の発

電所の 250 基分，もしくは 160 億ドル分の新設電源投資に相当する。

加えて，約 193 ㎥の天然ガス消費と 3 万 1 千トンの一酸化窒素の排出

を抑制する。 

 
“The Western States Power Crisis: 
Imperatives and Opportunities”, 
EPRI White Paper, 2001. 

需要反応プログラムが全米で実施されれば，ベースライン負荷のピー

ク 6%にあたる 45,000MW の需要削減が見込める。カリフォルニア州

では，需要が 8.7%が削減し，新規電源建設は，将来の数年の需要増

の 57%削減により相殺される。 

 

“The Choice Not to Buy: Energy 
Saving and Policy Alternatives for 
Demand Response”, Braithwait and 
Faruqui, 2001. 

現在の電力会社のリアルタイム料金と 2000 年夏のカリフォルニア州

のデータに基づく推計では，市場ベースのリアルタイム料金による需

要反応は，夏季ピーク時間帯で 1000~2000MW の需要削減と 6~19%需

要削減，3 億から 12 億ドルのエネルギーコストの節約をもたらす。

 
“The Feasibility of Implementing 
Dynamic Pricing”, California 
Energy Commission, 2003. 

すべての非農業需要家に対して，動的な料金制とリアルタイムメータ

を導入することにより，カリフォルニア州では，10 年で 5~24%のピ

ーク需要を削減することができる。 
出所）GAO(2004) 
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の発生メカニズムを説明している。図 5 は，需

要の価格弾力性と卸電力市場の価格シグナル，

卸電力価格ならびに小売電力価格の関係につ

いてまとめたものである。分断された（非弾力

的な）電力市場では，小売料金は需要に関わら

ず一定(RPfixed)であり，電力需要は価格と無関

係であるため，需要曲線は垂直となる。しかし，

卸電力費用は，需要の増加に応じて上昇してい

くため，平常時のならびに夏季ピーク時の電力

需要を Qnormalならびに Qspikeとすると，それぞ

れの時点の卸電力費用は WPnormal ならびに

WPspikeとなる（図中 F 点，B 点）。もし，電力

小売料金が需給に応じて変化するような動的

な料金制を適用した場合には，価格の低下に対

して需要は増加する。動的な料金制を適用した

場合でも，適用しなかった場合の需要量に対し

ては料金が変わらないとすると，夏季ピーク時

の需要曲線と平常時の需要曲線は，それぞれ点

E ならびに点 A で交わる。こうしたことから，

動的な料金制の導入により，夏季ピーク時には，

価格は WPspikeから WPhotと低下し，需要も Qspike

から Qhotと低下する（E’点）。一方平常時には，

需要が Qnormalから Q’normalへと増加することも

期待できる。このように，動的な料金制を適用

することで，価格プライスが押さえられ，ピー

ク時間帯の需要も押さえることができる。この

動的な料金制とは，上述のリアルタイム料金制

や危機的ピーク料金制などの需要反応プログ

ラムを指す。ところで，TOU に対しても，図 5

のように需要曲線がシフトすることによって

経済効果が生じるとする説明もなされる場合

がある。TOU では，予めピーク時間帯が定め

られていて，なおかつその頻度も，シーズン中

を通じて適用されるという様に多い。そのため，

より頻度の少ない夏季ピーク時の高需要時間

帯に対しては，リアルタイム料金制の適用の方

がより大きい経済効果を期待することができ

る。 

リアルタイム料金制がもたらす長期的な社会

厚生の向上のポテンシャルについては，

Borenstein(2005a)が推計を行っている。推計モ

デルでは，リアルタイム料金制により，ピーク

電源の資本コストと運転を抑制することがで

きるとしている。価格弾力性(-0.025 から-0.5)

とリアルタイム料金制を導入している需要が

総需要に占める割合(0.33 から 0.99)の感度解析

の結果，カリフォルニア州の年間の社会厚生の

向上は 11 億～110 億ドルとなった。また，時

間帯別料金制との定量的な比較も行っている。

時間帯別料金制は，リアルタイム料金制の約

20％しか社会厚生を高めることができない。従

って，時間帯別料金制はリアルタイム料金制の

代替にはならないことを主張している。 

ただし，これらの分析の枠組みは，十分に需

要反応プログラムの持つ需給面の影響を捉え

ているわけではない。Braithwait(2003)は，これ

までの議論には，以下のような問題があること

を指摘している。１）価格だけ変化させて，実

際の需要を減らさない需要反応プログラム（需

要削減が出来ない場合にペナルティを支払う

ことに相当）では，経済資源のコストが実際に
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出所）O’Sheasy(2003)を参考に作成 

図 5. 動的料金と需要反応の経済効果 
Fig.5. Financial Effects of Dynamic 

Pricing and Demand Response 
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削減される代わりに，ある経済主体から別の経

済主体へ富の移転を行なうだけで，社会厚生は

改善しない。２）卸電力の価格スパイクの短期

の減少が先物契約の価格を下げるという主張

は，発電事業者の投資行動が価格に対する期待

の動的な効果を無視している（発電事業者にと

ってスパイクの減少は，売値の低下を意味する

ため，投資が控えられ，その結果供給力が不足

し，価格が上昇することも考えられる）。 

リアルタイム料金制の富の移転については，

Borenstein(2005b)が 636 軒の産業用ならびに業

務用需要家のデータを用いて検証している。リ

アルタイム料金制への移行に伴う富の移転は，

現状の料金制がリアルタイム料金制ほどには

小売価格を反映していないために生じる。ここ

での現状の料金制は，季時別料金制と使用時間

帯に関わらずフラットな料金制を指している。

現状の料金制の下では，卸電力価格の上昇以上

に電力需要が増加する需要家は，卸電力電力価

格の上昇に対して電力需要が少ない需要家か

ら補助を受けることになる。このような需要家

間の富の移転は社会厚生の改善の妨げになる。 

需要反応の価値評価手法の実務上も課題も残

されている。現在は 1980 年代のカリフォルニ

ア州公益事業規制委員会 (California Public 

Utility Commission)の作成した DSM の費用便

益手法 Standard Practice Manual（回避可能原価

をベースとする考えかた）がいまだ基礎であり

(CPUC, 2002)，競争市場における資源の便益と

リスクを理論的かつ包括的に扱った手法はな

く，規制当局，配電会社とも問題視している。

実際，カリフォルニア州では，電力各社がそれ

ぞれ独自の前提条件と手法で需要反応プログ

ラムを申請している。需要反応を資源計画のオ

プションとして普及，定着させるにはその便益

の評価手法を確立する必要がある。 

カリフォルニア州需要反応研究センター

(Demand Response Research Center; DRRC)では

需要反応の価値評価手法の新しい標準マニュ

アルを作成するプロジェクトをスタートさせ

るところである。サンフランシスコの Energy 

and Environmental Economics, Inc. を中心に

Neenan Associate 等と共同で実施予定である。

経済価値評価手法の研究課題としては以下の

ような項目が挙げられている。 

• 運用予備力としての価値評価 

• 系統緊急時の供給不足低減のための給電

可能な資源としての価値 

• 市場悪化あるいは容量不足時に DR 容量

を増加させる能力 

• 価格変動の激しいときの価格のスパイク

を平準化する価値 

• 消費者便益の増加 

• 需要家の反応が資源計画におけるコス

ト・リスクに与える影響 

3.3. 環境面における課題 

需要反応プログラムにおける需要家の資源と

しては，負荷削減のほかに，オンサイト電源の

出力も考えられる。PJM や ISO-NE では，オン

サイト電源の出力は，実測値で測定され，負荷

削減として計算される。 

オンサイト電源には，平常時から使用されて

いる自家発電やコジェネレーション設備の他

にも非常用電源も含まれると考えられる。佐藤

(2004)は，米国の需要反応プログラムのサーベ

イの結果の一つとして，非常用電源は，汚染物

質の排出量が多く，環境面から問題があること

を指摘している。 

平成 15 年の関東圏電力危機の例から，非常用

電源の環境面の問題は，わが国においても同様

であると考えられる。 

非常用自家発電機あるいは蓄電池の設置は，

消防法上，延べ床面積 1000m2 以上の施設に設

置が義務付けれらており，東京電力管内では

300 万 kW の非常用電源が設置されている。東

京電力は電力危機の際に，一部のビルや工場，
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公共施設にある非常用の自家発電気を活用す

る方針を固め，一部の企業に打診し，協力する

返事を得ている（朝日新聞，平成 15 年 6 月 13

日）。また，経済産業省原子力安全・保安院も，

非常用予備発電装置を電力需給逼迫時のピー

クカット用として一時的に使用することに問

題ないとの見解も示している（電気新聞，平成

15 年 7 月 7 日）。しかし，一般に非常用電源

には排ガス処理設備が備えられていない。例え

ば，東京都の場合，都内の浄水場，下水処理場

の非常用電源 3万 2500kWの緊急時の活用を決

めたが，これらの電源を 1日 3時間運転すると，

約 3 トンの NOx を排出するとの試算を得た。

これは，都内を走る自動車が 1 日に排出する量

の約 3.4%に相当する（読売新聞，平成 15 年 6

月 30 日）。 

 

4. おわりに 

本報告では，米国で導入されつつある需要反

応プログラムの現状を整理し，課題を明らかに

した。 

まず，ISO の提供する需要反応プログラムと

して，先行して導入されている NYISO と PJM, 

ISO-NE の制度の詳細と現状をまとめた。米国

北東部の 3 つの ISO の中で，負荷削減量が際

立っているのは，違約金がなく，実際に負荷削

減を行なった上で負荷削減を申請すればよい

PJM 経済プログラムのリアルタイムオプショ

ンである。本プログラムでは，実際の負荷削減

後に参加申請を行なえばよく，負荷削減不実施

時の違約金もないことから参加しやすい。近年，

テキサス電力信頼度協議会(Electric Reliability 

Council of Texas; ERCOT)や，ミッドウエスト

ISO(Midwest ISO; MISO)，カリフォルニア

ISO(California ISO; CAISO)でも需要反応プロ

グラムが実施されてきている。また，米国以外

にも，北欧やオーストラリアなどでも需要反応

プログラムは期待されており，事例分析に当た

っては，今後の運用実績の蓄積が待たれる。 

次に，需要反応プログラムの課題を明らかに

した。インセンティブについては，供給力確保

に寄与する制度となるようプログラムを設計

しなければならない。負荷削減量の推定に必要

なベースライン負荷の計算においては，需要構

造の分析による計算手法の比較・開発への展望

も見出せよう。需要反応プログラムの導入を正

当化するためには，社会厚生の向上が一つの目

安となる。そのための経済価値評価手法の開発

では，今後，需要反応による需給逼迫の緩和（予

備力価値）や，不確実な要因を取り込んだリス

ク分析などが焦点となろう。環境面の問題とし

ては，非常用電源の排ガス対策が重要である。 

このように，需要反応プログラムの導入にあ

たっては，いくつかの検討すべき課題が残され
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ている。しかし，電力需給の逼迫時における需

要家の協力体制を整備するという観点に立て

ば，需要反応プログラム導入への道程も見出せ

るのではないかと考えられる。例えば平成 15

年の関東圏電力危機の際には，エネットやイー

レックスでも，猛暑の際に電力使用を抑えても

らうかわりに，料金を割り引く制度を限定的に

導入している（日経産業新聞，平成 15 年 6 月

19 日，7 月 2 日）。こうした契約は，小売事業

者による需要反応プログラムの一種と捉えら

れるものであり，競争環境においても，電力需

給の逼迫緩和は利害関係を超えた協力体制を

確立する可能性を示唆するものと言える。 

こうしたことから，わが国においても需要反

応プログラムのような枠組みにより，市場支配

力の緩和や供給信頼度の向上などの効果が期

待できるか検討を行なうと共に，気温変動，渇

水，燃料価格変動に伴う電力価格の変化などの

リスクに対する需要反応プログラムの効果を

明らかにすることも重要と考えられる。 
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る
。

A
LM

ス

テ
ッ

プ
1,

 2
よ

り
も

優
先

さ
れ
る
。

 
 

最
大

緊
急

発

電 (M
ax

im
um

 
Em

er
ge

nc
y 

G
en

er
at

io
n)

の
宣

言
後

に

発
動

 

リ
ア

ル
タ

イ

ム
市

場
価

格

が $1
00

/M
W

h
を

越
え

る
と

予
想

さ
れ

た

場
合

 

供
給

力
が

想
定

需
要

と
運

転
予

備
力

必
要

量
の

合
計

を
下

回
っ

た
と
き

 

事
前

通

知
時
間

 
- 

21
時
間
前
に

通
知

 
2
時
間
前
に
通

知
 

- 
- 

（
メ

ー
タ

リ

ン
グ

以
外

は

EL
R

P-
D

A
か

EL
R

P-
R

T
と
同
じ
）

 

最
大

緊
急

発

電
が

前
日

に

予
想

さ
れ

る

と
O

A
SI

S
等

に
掲

載
さ

れ

る
。

 

最
大

緊
急

発

電
が

前
日

に

予
想

さ
れ

る

と
O

A
SI

S
等

に
掲

載
さ

れ

る
。

 

前
夜

か
当

日

の
朝

 
30

分
前

に
通

知
す

る
プ

ロ

グ
ラ

ム

(3
0-

M
in

ut
e 

D
em

an
d 

R
es

po
ns

e 
Pr

og
ra

m
)と

2
時

間
に

数
値

す
る

プ
ロ

グ

ラ
ム

(2
-H

ou
r 

D
em

an
d 

R
es

po
ns

e 
Pr

og
ra

m
)の

2
種

類
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

用

意
さ

れ
て

い

る
。

 

2
時

間
前

に
通

知
 

持
続

時

間
 

（
自

身
の

一
日

前
市

場
で

の
入

4
時
間
ま
で

 
4
時
間
ま
で

 
（

自
身

の
一

日
前

市
場

で

の
入

札
の

約

（
自

身
の

負

荷
削

減
時

間
）

 

（
メ

ー
タ

リ

ン
グ

以
外

は

EL
R

P-
D

A

2
時
間
以
上

 
一
回
で

2
時

間
以

内
の

遮

断
 

午
前

７
時

～

午
後

7
時
ま

で
の

任
意

の

2
時
間
以
上
の
負
荷
遮
断
持
続
時

間
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札
の

約
定

結
果

に
よ

る
）

 

定
結

果
に

よ

る
）

 
か

EL
R

P-
R

T
と
同
じ
）

 
年
間

10
回
ま

で
 

正
午

か
ら

夜

8
時

ま
で

の

負
荷

遮
断

は

合
計
で

6
時

間
ま
で

 

継
続
時
間

 

測
定

方

法
 

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

負
荷

(C
B

L)
と

実
績

値
と

の
差

分
 

O
pt

io
na

l w
ea

th
er

-s
en

si
tiv

e 
C

B
L
も
利
用
で
き

る
 

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

負
荷

(C
B

L)
と

実
績
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と
の
差
分

 
W

ea
th

er
-S

en
si

tiv
e 

A
dj

us
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en
tも

利
用
で
き
る

 
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
電

源
の

出
力

に
つ
い
て
は
実
績
値

 

事
例

ご
と

に

LS
E

が
認

定

す
る
。

 

バ
ッ

ク
ア

ッ

プ
電

源
の

出

力
や

，
実

際

に
削

減
し

た

需
要

量

（
C

B
L

の
計

算
は

行
な

わ

な
い
）

 

夏
季

需
要

に

対
す

る
LS

E
の
推
計

 

15
分
毎
の
電

力
消

費
を

計

測
 

ベ
ー

ス
ラ

イ

ン
負

荷
と

の

差
分

 
オ

ン
サ

イ
ト

電
源

は
実

測

値
 

ベ
ー

ス
ラ

イ

ン
負
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と

の
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分
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ン
サ

イ
ト

電
源
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値
 

予
め
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測
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立

証
計

画 (M
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en
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an

d 
V

er
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tio

n 
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an
 

: 
M

&
V
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づ

い
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算

 
協

力
報

酬
 

発
電

入
札
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同
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に

評
価
・
落
札

さ
れ
る

 

リ
ア

ル
タ

イ
ム

価
格

か
，
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W
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の
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い

ほ
う

が
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払
わ
れ
る
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。
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日

市
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け
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ば

前
日

市
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P
を
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払

う
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日
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h
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合

は
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発
送

電

に
関

す
る

課
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引

い
た
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が
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払

わ
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る
。

 

リ
ア

ル
タ

イ

ム
市
場
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P

が
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5/
M

W
h
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り
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け

れ

ば
リ

ア
ル

タ
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ム
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を
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払

う
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ル
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市
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が
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発
送

電

に
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課
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わ
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。
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タ
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）
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ネ
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ム
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ン
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ほ
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を
負

荷
削

減
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に

適
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し

た
支

払
い

が

行
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れ

る
。

 

リ
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ル
タ

イ

ム
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ゾ
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ン
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格

か
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低

保
証

価
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荷
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減
量
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適

用

し
た
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払
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わ

れ

る
。

 
負

荷
削

減
継

続
2
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間

分

の
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払
い
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保
証
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て
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。

 
最
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：
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分

プ

ロ
グ

ラ
ム

の

場
合

は
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イ
ム
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の
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。
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グ
ラ

ム
の

場

合
は

，
$3

50
 

/M
W

h
で

あ

る
。

 
協

力
報

酬
の

原

資
 

LS
E

が
支

払
う

。
地
域

の
需

要
量

と
混

雑
発

生
状

況
を

考
慮

し

て
，
地
域
ご

と
に

割
り

振
ら

れ
る
。

緊
急

状
態

が
緩

和
さ

れ
た

地
域

の
LS

E
が
支
払

う
。

 
 

 
 

エ
ネ

ル
ギ

ー

市
場

か
ら

の

購
入

量
に

比

例
し
て
，

LS
E

に
割

り
当

て

る
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違
約
金

 
一
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前

市

場
が

リ
ア

ル
タ

イ
ム

市
場

の
ど

ち
ら

か
高
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。
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れ
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P
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イ
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同
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需
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減

入
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ー
ク

シ
ョ

ン
に

組
み

込
ま
れ
る

 

転
で

き
る
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源
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填

総
額

に
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済

プ

ロ
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で
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損
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て
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荷
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イ
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る
。
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付録 B：各 ISO のベースライン負

荷の計算方法 

B.1. ニューヨーク ISO 

ベースライン負荷(Customer Baseline Load; 

CBL)を計算するために，負荷削減事業者

(Curtailment Service Provider; CSP)は，EDRP に

登録している需要家ならびに自家発使用者に，

過去の運転データを提供しなければならない。 

遮断可能負荷，ならびに遮断可能負荷と自家

発電設備の双方を有する場合に適用される。 

まず「平均的なベースライン負荷(Average 

Day CBL)」を計算する。計算方法は平日と休

日で異なるが，ここでは平日の計算方法を説明

する。 

ステップ 1：CBL 窓(CBL Window)を作成す

る。参加者の典型的な電力消費を代表する日の

集合を決定する。 

○ 過去 30 日か，需要データファイルによ

ってカバーされている期間の時次のピ

ーク需要の小さいほうを決定する。こ

の値が平均的なイベント期間の使用水

準の初期値となる。 

○ イベントの 2 日前の平日から，以下の

検討を行なう 

 （※）NYISO の指定する休日を除

く 

 NYISO が EDRP を発動し，当該の

参加者が負荷削減を行い報酬を得

た日を除く 

 当該の参加者が一日前市場におい

て DADRP の入札を行い，約定し

た日を除く（実際に負荷削減がで

きたかどうかには関わらない） 

 CBL が策定されるイベントを定義

する期間の当該参加者の実際の電

力需要の単純平均として定義され

る，その日の「平均的な日次イベ

ント期間の電力需要(average daily 

event period usage)」を作成する。 

 需要の低い日を除く。もし「平均

的な日次イベント期間の電力需

要」が，「平均的なイベント期間

の電力需要 (average event period 

usage)」水準の 25%未満であれば，

その日を除く。 

 もしその日が除外されなければ，

その日を「平均的な日次イベント

期間の電力需要」に加えて，「平

均的なイベント期間の電力需要」

水準を更新する。もしこれが CBL

窓に加えられる始めての日であれ

ば，「平均的なイベント期間の電

力需要」水準（初期値）を，「平

均的な日次イベント期間の電力需

要の平均値」に置き換える。この

日を CBL 窓に加える。 

 1 日前に遡る。ベースライン負荷

窓に入る日が 10 日未満であれば，

※まで戻る。 

ステップ 2： CBL 基準(CBL Basis)を作る。

CBL 窓に含まれる 10 日分のデータの中から，

イベント中の各時間帯の CBL の値を計算する

ための 5 日分のデータを特定する。 

○ CBL 窓の 10 日を「平均的な日次イベン

ト期間の電力需要」水準の順に並べ，

「平均的な日次イベント期間の電力需

要」が小さい 5 日分のデータを削除す

る 

○ 残った 5 日分のデータで CBL 基準を作

る 

ステップ 3： イベント中の「平均的なベー

スライン負荷(Average Day CBL)」の値を計算

する 

○ イベント中のそれぞれの時間帯に対し
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て，CBL は，CBL 基準を形成する 5 日

分のデータの，その時間帯の平均電力

需要である。 

（休日は至近の 3 日分の休日データから，需

要の多い 2 日分のデータで CBL 窓を作り，あ

とは同様の計算を行い，各時間帯の平均電力需

要を求める） 

次に，「天候依存型ベースライン負荷

(Weather-Sensitive CBL)」の計算方法を説明す

る。 

ステップ 1： 「平均的なベースライン負荷」

と同様の計算を行い，それぞれの時間帯の平均

電力需要を計算する。 

ステップ 2： 「最終調整係数(Final Adjustment 

Factor)」を計算する。この係数は，「平均的な

ベースライン負荷」の各時間帯に適用される。 

○ 「調整基準平均ベースライン負荷

(Adjustment Basis Average CBL)」の計算 

 「調整期間(adjustment period)」を

決定する。「調整期間」は，イベ

ントの開始の 4 時間前の時間から

始まる 2 時間の期間である。 

 「調整基準平均ベースライン負

荷」を計算する。 

 平均的なCBL基準内で使用す

るための 5 日分のデータを用

いて，「調整期間」の時間が

イベント期間へ続く 2 時間で

あるものとして，上述の「平

均的なベースライン負荷」を

調整期間の時間に適用する

（※2）。 

 「調整基準平均ベースライン

負荷」である，※2 で求めた 2

つの電力需要の値の平均値を

計算する。 

 「 調 整 基 準 平 均 電 力 需 要

(Adjustment Basis Average Usage)」

を計算する。 

 調整基準平均電力需要は，イ

ベント日における 2 時間の

「調整期間」における参加者

の電力需要の単純平均である。 

 「 総 調 整 係 数 (gross adjustment 

factor)」を計算する。 

 「総調整係数」は，「調整基

準平均電力需要」を「調整基

準平均ベースライン負荷」で

割ったものに等しい。 

 「最終調整係数」を決定する。 

 「総調整係数」が 1.00 よりも

大きければ，「最終調整係

数」は 1.20 か，「総調整係数」

よりも小さい値となる 

 「総調整係数」が 1.00 よりも

小さければ，「最終調整係

数」は 0.8 か，「総調整係数」

よりも大きい値となる 

 「総調整係数」が 1.00 であれ

ば，「最終調整係数」も 1.00

とする。 

ステップ 3：  「調整べースライン負荷

(Adjusted CBL)」の値を計算する。 

○ イベント期間中の各時間帯の「調整ベ

ースライン負荷」の値は，「最終調整

係数」と各時間帯の「平均ベースライ

ン負荷」の値の平均値となる。 

これらの計算方法の選択は，参加者が LSE

もしくは CSP(Curtailment Service Provider)に参

加登録を行なうときにあわせて行なう。また，

夏季（5 月 1 日~10 月 31 日）における計算方法

を変更したい場合には，その年の 4 月 1 日まで

に届け出る必要がある。冬季（11 月 1 日~翌 4

月 30 日）の変更は，10 月 1 日までに行なう。 

 

B.2. PJM 
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CBL の計算方法には，平日用と休日用がある。

また，予め天候によって調整することを定める

ことも可能である。 

平日の CBL の計算は以下のように行なう。ま

ず，負荷削減を実施する 2 日前の日から遡る平

日の 10 日間からなる「CBL Basis Window」を

作成する。CBL Basis Window の 10 日間の電力

需要から，「平均日次負荷削減期間電力需要

(Average Daily Event Period Usage)」を計算する。

これは，CBL Basis Window 内のそれぞれの 1

日における 1 時間毎の電力需要を単純平均し

たものである。さらに，「平均負荷削減期間電

力消費(Average Event Period Usage)」を作成す

る。これは，10 の平均日次負荷削減電力需要

量の単純平均である。ここで，CBL Basis 

Window の 10 日間から，平均日次負荷削減期

間電力需要が平均負荷削減期間電力消費の

75%未満の日を除去する。このとき，CBL Basis 

Window は 10 日に満たなくなるので，さらに

CBL Basis Window に他の日を加え 10 日とし，

75%未満の日がなくなるまで繰返し計算を行

なう。75%未満の日がなくなった後，CBL Basis 

Windowから更に平均日次負荷削減電力需要量

が少ない 5 日を削除し，残りの 5 日分の時次の

電力消費量を平均して CBL とする。 

休日の場合には，休日の 3 日分の需要データ

から 2 日分の需要データを用いるという点以

外は，平日の CBL の計算と同様である。 

通常の CBL の計算では，天候による需要の増

減を考慮することはできない。天候感度調整制

度(Weather-Sensitive Adjustment; WSA)は，天候

により CBL を増減させる係数であり，ある時

間の調整済み CBL は以下のように計算される。 

調 整 済 み CBL(kW) 

＝WSA×調 整 前 CBL(kW) · · · · · · · (1)  

季節ごとに需要のオンピーク（午前 8 時から

午後 8 時まで）の負荷に対して温度-湿度指標

(temperature-humidity index; THI)を説明変数と

する単回帰分析を行なう。回帰分析における傾

きを m(kW/THI)，切片を b(kW)とすると，WSA

は以下のように計算される。 

bTHIm
bTHIm

WSA
+×

+×
=

daysCBL

dayevent
· · · · · · · · · · · · (2)  

ここで THICBL days は，CBL の計算で用いた 5 日

間のオンピーク時間の THI の平均値，THIevent 

dayは負荷削減日の THI である。 

また，THI は以下の式で計算される。 

( )58
100

155.0 −⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= THTTHI (3)  

ここで，T は温度（華氏），H は湿度（％）で

ある。なお，PJM は域内 6 箇所の日次 THI を

ウェブサイトに掲載している。 

WSA は，夏季（5 月~10 月）と冬季（11 月~

翌 4 月），ならびに両期間で適用することを選

択できる。しかし，選択は年に 1 度しか変更で

きない。 

 

B.3. ISO ニューイングランド 

ベースライン(Customer Baseline; CB)の計算

は，1 日 24 時間の各時間帯における平均電力

需要である。 

ベースラインは，適用可能な平日からなる。

適用可能な平日は，休日や負荷削減が行なわれ

た日を除いた平日を指す。ベースラインは負荷

削減量を計算する場合に使用されるが，オンサ

イト電源や計測･立証計画“Measurement and 

Verification Plan (M&V Plan)”がある Profiled 

Response に対しては適用されない。 

○ 新しくベースラインが計算される場合 

 メータが設置されてから，はじめの

5 営業日のデータを使って CB を計

算する。 
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 データの欠損分は 0 として計算す

る。 

 6 営業日目のベースライン CB6は以

下のように表される。 

56
力需要対象となる時間帯の電

=CB  (4)  

○ 既にベースラインが計算されていて，こ

れを更新する場合 

 ベースラインは，前日のベースライ

ンから計算される。 

 もし計算の対象となる日が，需要反

応が発動される当日であれば，この

対象日のベースラインは前日の CB

と同じである。 

 もし対象日が，需要反応が発動され

る当日であれば，この対象日の CB

は単に翌日の CB を決定するために

計算される。 

前日対象日 CBCB = · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (5)  

 もし対象日が需要反応が発動され

る日でなければ，この日の電力需要

と前日の CB を加重平均したものが

この日の CB となる。 

対象日前日対象日 電力需要+⋅= CBCB 0.9  (6)  

○ 実際の負荷削減量を計算する場合には，

負荷削減の始まる 2 時間前の実際の電力

需要を反映して，CB を調整する。調整

前と比較して，負荷削減量が小さくなっ

てしまう場合には，調整は行なわない。 

 

 

 

（時刻）

需
要

(K
W

h)

調整前ベースライン負荷

調整後ベースライン負荷

負荷実績値

 
出所）ISO New England Inc. (2006) 

付図.1. 負荷実績を反映したベースラインの調整

App. Fig. 1. Baseline Adjustment to Reflect 

Actual Load 
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